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B-14 肺血栓塞栓症予防管理料（消化管にかかる内視鏡手術） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、高度肥満症・合併症を伴う糖尿病・進展した下肢静脈瘤等

のリスクに関する病名がない消化管にかかる内視鏡的ポリープ切除術、食

道･胃静脈瘤硬化療法に対する肺血栓塞栓症予防管理料の算定は認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 肺血栓塞栓症予防管理料は、肺血栓塞栓症を発症する危険性が高い患者

に対して、肺血栓塞栓症の予防を目的として、患者の状態に応じて、必要

な医学管理を行った場合を評価するものである。 

 内視鏡的ポリープ切除術、食道･胃静脈瘤硬化療法は外科的な大手術に

比べて患者の全身状態への負担が少なく低侵襲であり、比較的早期に活動

が可能であることから、術後の肺血栓塞栓症の発症リスクは低いと判断さ

れる。 

 したがって、高度肥満症・合併症を伴う糖尿病・進展した下肢静脈瘤等

のリスクに関する病名がない場合、消化管内視鏡手術時の肺血栓塞栓症予

防管理料の算定は、認められないと整理した。 

 

 


